
 

消防機関における望ましい感染防止管理体制 

救急業務に携わる職員に対する、感染防止の観点からの安全確保を目的とし

て、各本部において感染防止対策の総括的な管理者の役割を担う者と、より現

場に密接した各署・各分署における感染防止対策の管理者の役割を担う者を軸

とした感染防止管理体制の構築が重要である。 

また、感染防止管理については、対策の継続的な周知と最新の知見の獲得が

が重要なため、少なくとも年１回は感染防止対策に関する研修を実施すること

が望ましい。 

公益社団法人日本看護協会認定看護師規程や国公立大学附属病院感染対策

協議会「病院感染対策ガイドライン 2018 年版」を参考として、具体的な役割

を以下のとおり例示する。 

 

（１）消防本部における総括感染管理者の設置 

総括感染管理者は当該消防本部全体の救急隊等の感染防止の総括的な管

理者として、体制の構築・維持、職員の知識等の向上の役割を担い、その具

体的な活動としては以下のようなものが考えられる。 

ア 感染防止対策マニュアルの整備 

必要に応じて感染管理者等やアドバイザー（医師・看護師等）の意見も 

参考に感染防止対策マニュアルの作成、改訂を行う。 

イ 感染防止対策に関する研修の実施 

各本部の感染防止対策に関する研修について、少なくとも年１回は研 

修を企画・実施する。また、研修では、少なくとも以下に挙げる項目を扱 

うことが望ましい。 

・標準予防策、感染経路別予防策 

・リネン、救急車両の取扱い 

・感染性廃棄物の処理 

・再利用器具の洗浄、消毒、滅菌の方法 

・血液・体液等への曝露事故発生時の対応 

 ・ワクチン管理の重要性 

ウ 職員の職業感染防止対策 

職員の抗体検査（麻しん・風しん・水痘・流行性耳下腺炎・Ｂ型肝炎・ 

破傷風等）を推進し、抗体値を職員自らが把握するよう努める。また、ワ 

クチン接種を推進し、職業感染防止対策の一層の充実を図る。 

 

（２）消防本部の各署・各分署単位での感染管理者の設置 

感染管理者は、当該消防署・分署全体の救急隊等の感染防止の管理者とし 



 

て、感染防止対策の周知・徹底及び監督の役割を担い、その具体的な活動と

しては以下のようなものが考えられる。 

ア 感染防止対策マニュアル等の周知 

感染防止対策マニュアルや感染防止対策に関する研修について周知し、 

感染防止対策について率先して実施する。 

イ 感染防止対策の指導・相談 

感染防止対策の実施について指導を行い、又は相談を受け、必要に応じ 

て指導・相談内容を総括感染管理者へ報告する。 

ウ 救急用資器材等の使用・消毒等の管理の徹底 

リネン、救急車両、資器材等の使用・消毒等について、適切な管理の徹 

底を図る。 

 

２ 消防機関における感染防止管理に係る医学的な質の保障 

感染防止対策については、医学的な質の保障や最新の知見に基づいた定期 

的なアップデートが求められるため、医療関係者との協力体制を構築するこ 

とが重要であると考えられる。 

具体的には、消防機関と平時から連携がとれていることや、全国的な体制 

整備が行われていることなどの観点から、都道府県又は地域メディカルコン

トロール体制の中で、消防機関の救急業務に関しての感染防止についての医

学的な質を保障することが、ひとつの方法である。ただし、当該メディカル

コントロール体制における中核的医療機関等が感染防止対策について、十分

な医学的専門性を持っていない可能性があるとの指摘もあることから、地域

の保健所等と連携することも考えられる。 

メディカルコントロール体制によって、消防機関における救急業務に関し

ての感染防止管理体制の、医学的な質の保障を行う際の例としては、以下の

ようなものが考えられる。 

① 消防本部と連携を図る都道府県又は地域メディカルコントロール協議会 

等は、医学的な質の保障のため、適切なアドバイザー（医師、看護師等） 

を推薦する。 

② 推薦を受けたアドバイザーは、平時から消防本部における感染防止対策 

に関する以下の事項について助言等を行う。 

・感染防止対策マニュアルの策定・改訂に関すること 

・定期的な研修会の実施に関すること 

・感染症発生時の対応に関すること 

・血液・体液等への曝露事故発生時の対応に関すること 

③ 消防本部と連携を図る都道府県又は地域メディカルコントロール協議会 

等は、当該消防本部やアドバイザーからの要請等を受け、必要時には、 

曝露事故時等の適切な事後検証や感染症流行期の感染防止対策等の協議 

を行う。 
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